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０． はじめに

本日は、「文書管理とファイリングシステム～これから目指すべき地平」という、ちょっと大げ
さなタイトルのこのテキストを使って研修をさせていただきたいと思います。

■「これから目指すべき地平」とは
「紙文書の無くなった」、いわゆる「ペーパーレス文書管理が

実現された状態」のことを言っています。

■ 本日の研修の最終・最大の目的は・・？

本日の研修の目的は、現在のこちらさまの文書管理状態
を起点として、いかにして迅速かつ失敗することなく、
「ペーパーレス文書管理」の状態に到達するか、
その為に“本日ただいまから何をしてゆくべきなのか”と
いう事を、みなさんに理解していただくことにあります。
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ここまで来ている
ペーパーレス文書管理!

3



第１章 ペーパーレス文書管理が実現されたオフィスワークとは！

１．１ ここまできているペーパーレス文書管理・・電子決裁率とペーパーレス実現率
・・先行している大規模自治体での事例紹介
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電子決裁が行われているもの 紙文書に印鑑を捺印する形式での決裁

９５％ ５％

電子決裁が行われ、かつ文書
自体が電子化されているもの

電子決裁はされているが、文書として
は何らかの原因で電子化されず紙を原
本とせざるを得ないもの

７５％ ２５％

電子
決裁率

ペーパーレス
実現率



第１章 ペーパーレス文書管理が実現されたオフィスワークとは！

１．２ ペーパーレス文書管理での電子決裁率、ペーパーレス実現度１００％への挑戦
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第１章 ペーパーレス文書管理が実現されたオフィスワークとは！

１．３ 組織活動におけるペーパーレス文書管理の具体的なすがた・・民間企業の事例
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①
文書の紙への出力は、起案書であれ添付文書であれ、あるい
は会計文書や帳票であれ原則として行わないことが徹底されて
います。

②

外部からもたらされる支払い領収書や請求書なども可能な限り
取引先にはコードデータ（生まれた時点から磁気情報である文
書＝ボーンデジタル文書）として送信してもらうか、それができ
ない場合には紙文書をPDF等の磁気画像に変換して送信する
かを依頼します。またこのような処理ができない、出張先のホテ
ルで受け取った領収書などの場合には、受け取った社員や提
出された主管部署でスキャナ等での読み取りによって磁気画像
データ（紙で発生し、後に磁気化されると言う意味でのアフター
デジタル文書）に変換してデータベースに取り込み、紙の原本
は法的規制の無い限り原則として廃棄されます。

③

会議は、大型ディスプレイと出席者持参のＰＣ画面でのみ行い、
原則として資料の紙での配布は行わない。ただしデジタル画面
では読むことが困難な視覚障害の方や、どうしてもディスプレイ
表示の情報は頭に入り難いと訴える高齢社員などが参加する
会議では、紙への出力と出席者への配布も許可されるが、会議
を終えた時点、もしくは紙である必然性が失われた時点で直ち
にシュレッダーにかけて廃棄することが義務付けられています。



第１章 ペーパーレス文書管理が実現されたオフィスワークとは！
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④

紙文書をスキャニングする装置は、全職員が手が届く距離に配
置され、スキャニングした画像ファイルは、予め指定されている
文書管理サーバ、あるいはクラウドサーバの所定位置に格納さ
れるようにシステム化されています。原則として各社員が使用
するパソコン端末にはデータもソフトウェアも搭載されていませ
ん。

⑤

通常では全体をスキャンできない図面等の大型文書は、原則と
して図面設計時にCADシステムで作図した物しか受領しない仕
組みとしており、このデータは、図面の設計会社や施工業者が
作成し、各社に指定されたクラウド上の場所に各社自身がUPし
ます。これの閲覧を行う必要が有れば、社員のPCからこのクラ
ウド上の図面を引き出して画面表示させることができ、またこの
図面データに対する変更や修正を加えることもできるシステム
を装備しています。

⑥

電子決裁、回議は言うまでもなく日常的に実施され、本物の印
鑑を捺す機会は全く有りません。



第１章 ペーパーレス文書管理の時代

⑦

紙での文書や図面を要求される取引先に対しては、自社が使
用しているクラウドでの図面等のUPによる方式に変更してもら
えるよう提案し、少なくとも民間ではほぼこの提案によって納品
方法も変化しています。
官公庁に対しても、同様に提案を行っていますが、現時点では
まだ同意してシステム運営に加わる団体は少なく、この部分で
の紙での文書作成は必要ですが、紙での保存の法的制約があ
る文書や図面以外は、納品後には廃棄を行います。

⑤と同じ

⑧
磁気画像の法的証拠能力や、真正性、完全性の担保には、画
像に対する電子署名とともに画像自体にタイムスタンプする仕
組みを採用して、この点もクリアされています。
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しかし市町村でのペーパーレス文
書管理実現団体は、政令市等の少
数にとどまり、実現するには今後少
なくとも１０年はかかると考えられま
す。・・・１０年は決して長い猶予期
間ではありませんが。
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第２章 全国の市町村に於ける電算支援文書管理システムの導入と運用状況

２．１ 総務省の全国の市町村対象調査結果（実施：平成２５年度／公開：平成２６年度）
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文書管理シス
テムに関する

質問内容
人口規模

Ｈ：回答
団体数

Ａ：
メインフ
レーム型

Ｂ：
クライア
ントサー
バ（WEB
サーバ型

含む）

Ｃ：
外部クラウ
ドサービス

利用型
（ASP/Saa
S又はホス
ティング
サービス

等）

Ｊ：
システ
ム導入
有り（Ａ
+Ｂ+Ｃ）

Ｄ：
その他
≒シス
テム導
入無し

Ｋ：
回答数

（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）

重複回答有
りは緑字

Ｌ：
導入率
（Ｊ÷Ｈ）

Ｍ：
未導入率
（Ｄ÷Ｈ）

Ｎ：
人口3万
未満の団
体での導

入率

1万人以下 485   7       138    16       161  325  486       33.20% 67.01%

1～3万未満 452   6       198    23       227  225  452       50.22% 49.78%

3～10万未満 515   2       242    25       269  247  516       52.23% 47.96%

10～30万未満 206   2       116    13       131  76    207       63.59% 36.89%

30～50万未満 49     -       35     1        36    13    49        73.47% 26.53%

50万人以上 35     -       33     -        33    2      35        94.29% 5.71%

（縦計） 1,742 17     762    78       857  888  1,745    49.20% 50.98%

質
問
１

採用して
いるシス
テムの区
分／複数
回答可

41.41%



第２章 全国の市町村に於ける電算支援文書管理システムの導入と運用状況

２．１ 総務省の全国の市町村対象調査結果（実施：平成２５年度／公開：平成２６年度）
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質問内容 回答団体数

電子決裁機能の有無 1,742 322      18.48% 1,420    81.52%

質問内容 回答団体数
 決裁率：
0～25％

 決裁率：
25～50％

 決裁率：
50～75%

 決裁率：
75～100%

135         70        16        13        36        

135団体
中の

構成比➡
51.85% 11.85% 9.63% 26.67%

50％以下・
以上の団体

比率➡

質
問
１
０

 電子決裁機能がある  電子決裁機能が無い

63.70%

質
問
１
１
・
１
２

電子決裁率の幅ごとの団体数
※但し決裁機能持つと回答した
３２２団体中、決裁率を把握して
いると回答した１３５団体が対象
です。残る１８７団体については、
電子決裁システム機能により起
案数と決裁数はカウント確認でき
る筈なので、機能は有っても利用
していないと理解して良いと思わ
れます。

36.30%



第２章 全国の市町村に於ける電算支援文書管理システムの導入と運用状況

２．２ 少なくとも平成２５年末の全国の市町村でのペーパーレス文書管理の普及率は２％！

■ペーパーレス文書管理がほぼ実現できている団体は、ここまでの説明の通り、平成
２５年度時点では全国の市町村総数の２％に過ぎませんでしたが、そこから現在
までの７年の間に、達成団体数は５倍の１割程度までに近づいている可能性が有り
ます。（最近の統計データが無いので推測）

■現在は文書管理の大革命期
この先、２０２０年から２０３０年にかけての１０年は、後の時代から見れば 「文書管
理の大革命期」と呼ばれることになるでしょう。
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２つの調査の回答結果から指摘できること

平成２５年時点の全国の市区町村数１，７４２団体中、電子決裁を
行っていると回答した団体は８％に満たない１３５団体しかない上
に、まがりなりにも「電子決裁を行っている」と言って良いレベルの
電子決裁率７５％以上の団体（＝ペーパーレス文書管理達成の最
低条件）はわずか３６団体で、全市区町村１，７４２団体に対し２％
にしか達していないと言うのが現時点での現実です。



平成２５年時点では全市区町村
の２％の実現度にも満たなかった
ペーパーレス文書管理が、この先
の１０年間に全国の地方自治体の
全てに普及することになるであろう
と言い切る理由と背景とは何か？
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第３章 ペーパーレス文書管理到達が全国的に急がれる訳とは？
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３．１ なぜペーパーレス文書管理実現に急ぎ邁進せざるを得ないのか？

無視するには余りに大きな管理コスト低減効果と行政事務効率化

紙文書ゼロ化によるスペースセービング効果・・文書用キャビネットや用具、保存文書庫ス
ペースが不要に！

紙文書のファイリングシステム整備とは全くレベルの異なる大きな利益と効率化が実現さ
れるため、市区町村財政にとっても可能な限り早い時期にペーパーレス文書管理に到達
することが、各段階の短期、中期の大きな計画として掲げられるべきです！

紙文書管理にこれまでかかっていた大きな職員事務負担軽減と人件費コスト低減化実現

文書管理システムとの連携による、会計システムや人事システム、LGWANメール等で出

力していた紙文書の文書管理システムへの自動登録機能が紙文書発生抑止とこれまで
の人によるファイリング行為を解消します。

内在要因

過去、現在の文書総体にアクセス可となることで生ずる潜在情報の有効活用効果

組織の行動・意思決定過程（合議～回議～決裁）の電子的処理による紙出力不要となる
のはもちろん、人による持ち回りにかかっていた手間ひまが解消します。



第３章 ペーパーレス文書管理到達が全国的に急がれる訳とは？
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３．１ なぜペーパーレス文書管理実現に急ぎ邁進せざるを得ないのか？

国や都道府県による統合文書管理システム化への強い圧力

現在は国の機関やそれに準ずる機関が主たる対象であり、地方自治体には“推奨”に
留まっていますが、いずれ地方自治体に対しても国に準じた要求が強まります。

システム化要請圧力の高まりとともに、促進のための補助制度が設けられる可能性が
高まると予想されます。

補助金は、フル装備の統合管理システムを前提とする可能性が有り、補助金が制度
化された時点から準備を始めたのでは間に合わず、補助金が有るからと拙速に導入
すれば、短期間でシステム崩壊するのは目に見えています。

外在要因

国が地方自治体の公文書のペーパーレス文書管理を強く推進するのは、個別の地方
自治体における事務効率の効率化～行政コスト低減～国家財政の地方自治体向け財
政規模縮小につながるからにほかなりません。

各個別団体でのペーパーレス文書管理の実現は、国と地方自治体を連携する壮大な
公文書ネットワークの基礎を築くこととなり、国による地方自治体分も含めた歴史公文
書の一元管理の実現と、国、地方双方のトータルコストの低減につながります。

このような背景があるからこそ！



既に成功している団体のような高度で
フル装備の統合（総合）文書管理シス
テムを導入しさえすれば、ペーパーレ
ス文書管理実現はされるものか？！

導入に失敗した団体も多いと聞いてい
るが・・・。
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第４章 今すぐ踏み出さなければならないペーパーレス文書管理への第一歩！

４．１ しかしペーパーレス文書管理は一日にしてならず！・・“急ぎ過ぎ”は導入失敗のもと！

電子回議

下のような機能フル装備の統合文書管理システムを導入するだけでペーパーレス
文書管理が実現すると考えるのは大きな間違いです！
紙文書ファイリングの基礎が無い状態での導入は必ずシステム崩壊を招きます！
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「いずれペーパーレス文書管理に到達せ
ざるを得ないのは分かったが、現状のまま、
何の準備も無しにフル装備の統合文書管
理システムを導入すれば目的は達せられ
るのだろうか？」・・・

もちろん、準備もなしに導入するのは
自殺行為です！必ず短期間でシステ
ムが崩壊してしまい失敗に終わるで
しょう！・・そう言いきれる理由は？
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４．２ 拙速な統合文書管理システム導入では、準備できない設計図とエンジン
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第４章 今すぐ踏み出さなければならないペーパーレス文書管理への第一歩！

統合文書管理システムの設計図とエンジンは紙文書ファイリングの中に在るから！

ファイル基準表と文書分類表

保有する紙文書の総量把握⇒全保有文書の見える化（＝目録による管理化）

簿冊名称の適正化 発生年限の明記 保存年限の明記

簿冊固有番号明記 発生課・係名明記 保管、保存場所

ファイリングシステム手順の確立と全職員による「年次処理」実務の習熟

文書件名、簿冊背表紙（又は単位フォルダ）ラベルの記載内容標準化

執務室から保存書庫への引継ぎ事務と物理的移設

廃棄期限超過簿冊の廃棄事務と物理的廃棄

統
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
「設
計
図
」と
な
る

紙
文
書
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
構
成
要
素

エ
ン
ジ

ン
部

ファイル基準表と簿冊総目録を根拠として、毎年度上の年次処理日程を定め必ず
実施することで年次処理の定着化を図る。（全職員の習慣化、習熟化）



以上を踏まえて、

システム崩壊を招かずに済む導
入ステップとは？
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４．３ ペーパーレス文書管理（フル機能システム導入）に到るまでに不可欠のステップとは？
４．３．１ 最初のステップは、現状のファイリングシステムの自己認識とブラッシュアップ

（１）現状のファイリングシステムの状態が良いのか悪いのかを正確に認識しましょう！
まずは現在の文書管理の状態が良い状態ではないことを全職員が認識しましょ

う！
例え下の写真の例のようではなく、見かけ上執務室内が整っていても、あるいは書

庫の中に可動書架が設置され、それなりに秩序だって見えても、ファイリングシステ
ムを構成する要素が不備なら、文書管理の状態が良いということはできず、下の写
真の状態の団体と同じレベルにあると言えます。

（２）皆さんの役所には、明治初年から、あるいは団体創立以来のファイリングシステムが
存在し、現在まで長く職員の手で運用されてきたことに気づく必要が有ります。

皆さんが行っている日々の文書のファイリング行動は、十分とは言えませんが、過
去の職員が代々運用してきたファイリングシステムが慣習的に残っていて、それを無
意識に“なぞっている状態”なのです。

文書管理規程の条項と、実際自分たちが日々こなしているファイリング行動の間に
存在する関係性に大多数の職員が気づかない状態、すなわち潜在化しているため、
存在はしていても、そのことが改善に向かう原動力になっていないのです。
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第４章 今すぐ踏み出さなければならないペーパーレス文書管理への第一歩！



４．３．２ 文書管理規程のファイリングシステム条項に対して現時点で遵守されていない点＝
改善すべき課題を洗い出しましょう！

（１）規程では発生時点から目録化するべきとされている簿冊単位の目録（保存文書目録）
が全く整備されていないか、仮に存在していても、一部の課・係のみだったり、また一
部の年代のものしか整っていない。

（２）保存文書目録が作成されていないために、本来目録に情報として持たれているべき
簿冊ごとの保存年限が判らず、本来廃棄される期限に至った文書も廃棄できずに
文書庫等にそのまま残ってしまう。

（３）文書管理規程の保存年限条項には、該当する文書の種類・内容・性格とそれぞれの
保存年限の関係が指定されているが、この条項内容に応じた簿冊レベルに落とした
保存年限表が作成されていない。

なお簿冊レベルに落とした保存年限表とは、言い換えれば「ファイル（簿冊）基準表」と一般的
には呼ばれ、毎年度繰り返し発生する簿冊と、特定年度にしか発生しない簿冊を単年度ごとに、
また各課ごとに網羅して作成すべきものです。

前年度末までに、次年度の「ファイル基準表」が作成されていれば、簿冊名に対して保存年限
が決定され、簿冊の表題（背表紙）には、その都度検討したり悩むことなく保存年限の記入が可
能となり、また同じく表題に記載される簿冊の名称の標準化・統一化を図ることも可能となる。

このように毎年度作成されるファイル基準表は、これに簿冊の所在情報を付加すれば結果とし
て当年度の簿冊目録に転用することができ、これを毎年度作成することによって、本来であれば
全保有文書の総目録が出来上がり、また廃棄目録に転ずることも可能であったはず。

（４） 保有総文書の総量把握ができていないこと、及びファイル基準表の未整備
上記（１）～（３）を纏めて言えば、保有する執務室内保管文書、書庫内保存文書の「総量把握

と見える化ができていない」ということであり、またその根本には「ファイル基準表」という文書管
理規程とファイリング実務を結ぶ「扇の要（かなめ）」ができていないと言う点を指摘できる。 22
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１．明治期から存在し１３０年の長きにわ
たって運用されてきた日本固有の簿冊
型ファイリングシステム

２．文書管理規程の中に間違いなく見つけ
ることができるあなたの役所のファイリ
ングシステム

23

ファイリングシステムに係る参考資料
（次の２ページ）
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二
十
二
年
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行
「山
口
縣
廳
の
「文
書
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存
規
程
」
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目的

用語定義

文書管理組織と権限

文書の収受

収受文書の配布

収受文書内金銭、金券の処理

文書の窓口収受可能日・時間帯

文書の発番号

文書の送付先登録

文書の送付方法

公文書の文章に用いる語彙

公文書の書体、文章作法

用紙の印刷様式と規格

公印管理

業務分掌と組織

文書管理組織と権限

専決・決裁権限

合議

読み合わせ点検

回付前最終確認

清書

公印管理

回議

決裁

完結以降の文書の管理者と権限（改訂権限含む）

完結後文書の編綴方法・用具（表題記載含）

保存期限、文書分類

執務室内保管場所

執務室内保管期間

執務室内での保管場所年次移動

ファイル基準表

完結文書の目録作成

執務室保管期間経過文書の保存文書庫への移動

保存書庫の管理と管理者実務者特定

保存書庫内文書の閲覧と持ち出し

保存期限満了文書の廃棄可否判断

廃棄確定文書の抜出しと廃棄準備

廃棄確定文書の物理的廃棄の実施

廃棄した文書の目録整備

廃棄確定文書の中の歴史公文書対象文書抽出

歴史公文書指定文書の開陳、保存期間への移行

文書管理とファイリング
システムのカバー範囲

フ
ァ

イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
対
象
範
囲

？
アーカイブズ
プロセス

「文書管理規程」の一般的な条項構成

「

文
書
管
理
」

を
行
う
べ
き
範
囲
＝

文
書
管
理
規
程
が
定
め
た
条
項
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と

組
織
の
意
思
決
定
要
件
と
プ
ロ
セ
ス

総則部

稟議
（決裁）

文書の
保管・保存

行
政
組
織
内
文
書
保
存
プ
ロ
セ
ス

文書収発

文書作成
（稟議前）

章と条項 規程条項の内容
ファイリング
システムに

該当する条項

1 【第１章　総則】　目的 △

2 定義 △

3 文書取扱いの基本 △

4 文書分類表 〇

5 文書管理主管部署 〇

6.1 文書管理責任者 〇

6.2 電子文書取扱主任 〇

7 文書管理責任者会議 〇

8.1 【第２章　文書の収受及び配布】文書の収受及び配布 ✖

8.2/8.3 収受及び保管保存（行政情報ネットワーク） ✖

9 受付印を要しない文書 ✖

10 郵便料金の不足又は未納の文書の処理 ✖

11 時間外の文書物品の取扱い ✖

12 誤配文書の処理 ✖

13 返送文書の取扱い ✖

14 主務課における文書の処理 ✖

15 【第３章　起案及び合議】文書の処理 ✖

16 文書の起案 ✖

17 文書の方式（書体や用語など+B36） ✖

18 起案文書等によらない処理 ✖

19 特殊な文書の取扱い(要急、配達証明、親展・機密などの明記） ✖

20 合議 ✖

21 起案文書の持ち回り（回議） ✖

22 文書の審査 ✖

23 文書の種類（条例、規則、告示、公示、訓令（命令）、達、指令（願いに対し指揮・命令）✖

24 令達事務（令達簿への必要事項の記載） ✖

25.1 【第４章　文書の施行及び発送】　文書の浄書及び照合 ✖

25.2 電子署名 ✖

25.3 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書る発信 ✖

26 文書の発信者名 ✖

27 文書の発送 ✖

28 料金受取人払制度の利用 ✖

29
【第５章　文書の保管及び保存】　文書の保存年限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1種永年/2種10年/3種5年/４種3
年/5種1年

〇

30 文書分類表の変更 〇

31
文書の整理（簿冊を基本とし、背表紙に以下を記載・貼付）①主、副タイト
ル、②作成年度と完結年度、③大～小と細分類、④保存年限と色別表示、廃
棄年度、所属部署名

〇

32 簿冊目録及び文書目録 〇

33 文書の保管（各課）　保存年限起算日より1年間 〇

34 保管文書の例外（常用文書、長期現用文書の指定） 〇

35 文書の移し替え（簿冊保存指示書を各課から総務課へ） 〇

36 文書の保存（各課が管理するがファシリティ管理は総務課が担当する） 〇

37 保存文書の利用（持ち出しや利用は各課管理） 〇

38
文書の廃棄（廃棄は各課実施するが総務課は廃棄予定文書を各課にリスト表
示し、各課はリストと原簿を対照して廃棄決定（延長可）したら総務課指定
の場所に移設する。物理的廃棄は総務課が一括で行う。

〇

39～41 【第６章　電子メールの利用に関する特例】 〇
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一
般
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な
文
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管
理
規
程
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フ
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シ
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条
項

文
書
管
理
規
程
中
の
フ
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リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
条
項
は
41
条
項
中
15



では、（P２１～２２）で認識されたあな

たの役所の現状と課題に対し、具体的
にどのような対処が必要になるのか？

26

あなたの役所の紙文書文書管理に
問題があるなら、次のステップをす
ぐに開始することをお勧めします。
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４．３．３ 現状の正しい認識を踏まえたブラッシュアップの手順

保有文書の総量把握事業の実施

直前２年度の目録を使ったファイル基準表・文書分類作成

確定した文書分類表、次年度ファイル基準表と、年次処理手順による職員研修

紙文書の引継ぎ、書庫管理、廃棄の年度内時期と詳細手順の決定

LGWAN-ASP「Ｌｉｔｅ文継」の導入

Ｌｉｔｅ文継支援を受けた紙文書ファイリングシステムの運用開始

第１ Step

第２ Step

第３ Step

第１ステップで完成した総目録を利用し、完成したファイリングシステムのブ
ラッシュアップを実施します。

ステップ開始の前提条件 「総量把握と見える化ができていない」文書管理の状況（４．３．２参照）
（１）規程では発生時点から目録化するべきとされている簿冊単位の目録（保存文書目録）が全く整備されていないか、仮に存在していても一部の課・

係のみだったり、また一部の年代のものしか整っていない。
（２）保存文書目録が作成されていないために、本来目録に情報として持たれているべき簿冊ごとの保存年限が判らず、本来廃棄される期限に至った

文書も廃棄できずに文書庫等にそのまま残ってしまう。
（３）文書管理規程の保存年限条項には、該当する文書の種類・内容・性格とそれぞれの保存年限の関係が指定されているが、この条項内容に応じた

簿冊レベルに落とした保存年限表が作成されていない。
（４） 保有総文書の総量把握ができていないこと、及びファイル基準表の未整備。

執務室内・保存文書庫内保管、保存文書の背表紙等から全簿冊の情報登録

欠落情報調査と情報の穴埋め～保存総目録完成 目録により年限超過簿冊の廃棄

Ｌｉｔｅ文継による起案と関係電子文書のUPLORD

「Ｌｉｔｅ文継」のお世話焼き支援機能を利用した職員によるファイリング年次処理運用

27
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保有文書の総量把握事業の実施第１ Step

28

執務室内・保存文書庫内保管、保存文書の背表紙等から全簿冊の情報登録

①予備調査を実施し執務室内、文書庫平面図と文書格納キャビネット等の位置関係記載
②平面図に書庫、書架コードを設定し書き入れと、簿冊番号ラベル（書庫・書架・連番）作成
③本調査その１ 執務室内、保存書庫内の全簿冊に簿冊番号ラベルの貼付作業実施
⓸本調査その２ 簿冊番号ラベル貼付済簿冊の背表紙等を動画又は静止画で全て収録
⑤データパンチ 収録画像上の簿冊番号シール毎に簿冊背表紙等に記載の情報をパンチ作業
⑥欠落情報抽出と、抽出リストに拠る課、係別職員による欠落項目の調査と穴埋め作業
⑦保存総目録データの完成
⑧保存簿冊総目録で保存期限を超えた文書を抽出し、該当簿冊を点検しつつ物理的廃棄実施
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第２ Step
第１ステップで完成した総目録を利用し、完成したファイリングシステムのブ
ラッシュアップを実施します。

29

直前２年度の目録を使ったファイル基準表・文書分類作成

種別 発生年度 完結年度
大分類
コード

大分類名
称

中分類
コード

中分類名
称

小分類
コード

小分類名
称

簿冊表題 保存年限 所属課
所属
係

発生
課

発生
係

年度
区分

個人情
報有無

機密
区分

簿冊
番号

書庫名
書架
番号

棚番号

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 002 事業所 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所綴 10年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 003 負担金 〇〇広域連合介護保険負担金等 3年 保険福祉課

長期 H31 R02 005 福祉支援 001 処務 001 会議録 〇〇広域連合会議記録 1年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 004 情報収集 介護保険・条例関係情報収集 1年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 005 制度情報 介護保険制度一般 5年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 006 資格届 介護保険資格届出等 1年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 004 介護 007 居所確定 住民異動届・対象外 1年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 004 介護 007 居所確定 住民異動届・対象 5年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 008 給付申請 介護保険給付申請等 1年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 009 控除 個人別介護給付費実績関係綴 10年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 009 控除
要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定
関係綴

10年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 010 認定
【在宅者】
要支援・要介護認定関係綴 5年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 010 認定
【施設入居者】
要支援・要介護認定関係綴 3年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 010 認定 要介護認定等資料閲覧関係 3年 保険福祉課

一般 R02 R02 005 福祉支援 003 介護 010 認定 要介護・要支援認定関係（二次判定結果等） 5年 保険福祉課

常用 005 福祉支援 002 介護 011 受給台帳 重度心身障害者医療受給者台帳 永年 保険福祉課

常用 005 福祉支援 002 介護 011 受給台帳 重度心身障害者医療受給者台帳喪失者分 永年 保険福祉課

常用 005 福祉支援 005 ひとり親 011 受給台帳 ひとり親家庭等医療受給者台帳 永年 保険福祉課

常用 005 福祉支援 005 ひとり親 011 受給台帳 ひとり親家庭等医療受給者台帳喪失者分 永年 保険福祉課

常用 005 福祉支援 006 乳幼児 011 受給台帳 乳幼児等医療受給者台帳 永年 保険福祉課

常用 005 福祉支援 006 乳幼児 011 受給台帳 乳幼児等医療受給者台帳喪失者分 永年 保険福祉課

■次年度ファイル基準表・文書分類表の作成又は見直し

次年度も発生する簿冊をまずはファイル基準表に登録、年
度当初に未定の簿冊は年度途中に追加収録します。
下のファイル基準表の赤文字部は必須項目です。

右の黒字記載の項目は、保存簿冊総目録として利用する
ためにファイル基準表に追加する項目です。

文書分類表は各課共通文書は割付方式、原課固有文書は
課・係毎の積上方式で作成します。
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簿冊編成、引継ぎ、書庫管理、廃棄の年度内時期と詳細手順の決定

簿冊編成基準の確定
CODE T1 T2 T3 R1 R2 F1 F2

性
格

区
分

単年度完結簿冊 複数年継続簿冊
複数種文書混載の
単年度完結簿冊

長期現用簿冊 常用文書（簿冊）
単一文書複数年度

混載簿冊
複数文書・複数年度混載簿冊

説
明

発生した年度内に
完結する文書を１簿
冊に編綴する最も
標準的な方法で編
綴する簿冊

複数年度を跨ぐ事業で発生す
る文書を１冊(分冊可）に編綴
した簿冊。複数年の為､見掛
上R１と区別がつけ難いので
注意

発生した年度内に完結す
る文書を、１種類だけでは
なく複数種類の文書をま
とめ、1年度分だけを綴じ
た簿冊

現年度以前に完結
している為、文書庫
に有るべきだが、行
政事務の必要から
年数を限定して、執
務室に置いておく簿
冊

発生年度に関係なく（又は発生年度
を持たず）、期限を定めず常時執務
室内の身近な箇所に置いておく必要
のある文書。①随時中の文書が異動
する台帳型、②事務に必須の参考資
料型が代表パターン。

1種類の発生年度内完
結文書を、複数年度分
綴じている簿冊で保存ス
ペースを圧迫する上にコ
ストも高額。厚いバイン
ダに、発生量が少ない文
書を綴じようとする場合
に多発。

発生年度内完結の複数種類の文
書を、１冊に複数年度分綴じてい
る簿冊で、F1と同じく保存スペース
を圧迫する上にコストも高額。厚い
バインダに、発生量が少ない文書
を綴じようとする場合に多発。

事
例
簿
冊
の
画
像

Ｆ
Ｓ
で
の

使
用
可
否

〇 〇 △ 〇 〇 × ×

上
記
可
否
か
ら
の

除
外
例

（
例
外

）

　　１）団体委任事務による文書であって、編綴法が省令、通達、施行規則等で別に定められてるもの【例：再製原戸籍等（元戸籍、除籍、改製原戸籍の原簿】
　　２）各団体の条例、規則、規程（規定）、要綱などで既に特定文書の編綴法、括束用具等が定められているもの
　　３）上記１）を除き、商法、税法などの法律で編綴法、括束用具等が定められているもの
　　４）上記１）～３）に該当しない文書で、単年度文書（図面を含む）発生量の多量さや、当該文書の利用方法、その他当該文書が固有に持つ特殊性によって、　
　　　　上記〇×の取り扱いをした場合、特に再利用する場合の利便性の面で、大きな不都合が生じることが総務課によって認められた文書

単年度、２

年度更新

分合冊の

ため複数

年継続の

扱いとした
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簿冊編成、引継ぎ、書庫管理、廃棄の年度内時期と詳細手順の決定事例

簿冊ファイリングの年次処理イベントや手順の確定

文書発生(含む収受） 執務室内書架上段（３段書架）

懸案文書である間は保管書架上段に格納 随時

E１ 文書完結し簿冊編成後に書架中段に移動 完結時に随時

Ｋ１
Ｋ２ 保管期1（文書発生現年度）　 執務室内書架中段

（現年度発生の完結簿冊書架）

K１は発生・完結年度内
K２は発生・完結の翌年度末まで

E２ 文書完結し簿冊編成後に書架最下段に移動

Ｋ３ 保管期2（完結後翌年度中） 執務室内書架最下段
（前年度完結簿冊）

E３ 引継ぎ～保存文書庫（センター書庫）格納
E３は当年度廃棄簿冊が棚卸されて、書架から抜
き出された後の６月以降に行う。

当年度廃棄予定簿冊棚卸～担当職員承認 ５月

廃棄決定簿冊のKINGGYMﾊﾞｲﾝﾀﾞ回収

次年度廃棄予定簿冊抽出・棚替～集積

廃棄のための搬出

物理的廃棄

文書のライフサイクル（Event/画期名）

Ｅ０

毎年度実施時期文書格納場所

執
務
室

焼却・溶解実施場所
廃棄満了年度翌年度の７月以降９月
までの間に実施する。

E２は４月実施
前年度に最下段に格納されていた当年度引継対
象簿冊は仮保存箱に入れて、E３の引継ぎ実施ま
で執務室内若しくは保存書庫に仮格納しておく

５月～６月（E３：引継ぎ前に完了し、
当年度引継ぎ文書の為の棚をあける）

Ｋ４ 保存期
保存文書庫

（センター書庫）

E４

E５

移

動

移

動

移

動

移

動
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簿冊型ファイリングシステムでの年次処理フローの事例

簿
冊
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
年
次
処
理
フ
ロ
ー
の
事
例

E0
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確定した文書分類表、次年度ファイル基準表と、年次処理手順による職員研修

全職員を対象としたファイリングシステム研修を必要な回数実施します。

ファイリングシステム
基礎研修テキスト

ファイリングシステム
年次処理マニュアル
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Ｌｉｔｅ文継支援を受けた紙文書ファイリングシステムの運用開始第３ Step

34

Lite文継は、フル機能搭載文書管理システム導入前までの基礎課程を支援するシステムです。

電子的起案書作成機能 ワードやエクセルの電子文書アップロード＆ダウンロード機能

保有全簿冊、文書の検索機能 簿冊背表紙印字機能

文書管理担当職員への「お世話焼き」機能とサービス

（２）紙文書ファイリングシステム支援機能で、職員のファイリング処理が習慣付けされます。

（１）電子文書作成や検索を日常的に行うことで、全職員が取扱いに習熟します。

（３）電子決裁機能は装備していませんが、その分だけ低額で利用することができます。

（４）LGWAN-ASPによるシステム提供である為、高度な機密保持とサーバ構築等の初期費
用がかからず、将来のフル装備文書統合管理システムへの乗り換えも簡単です。

月額利用料は、利用端末１台（ＩＤ)当り４００円、１００ＩＤで４万円で利用可能です。

LGWAN-ASPであるため、サーバ購入費やLAN構築などの初期費用が掛かりません。

当社データセンターでの文書管理担当職員による処理業務の無償代行

ファイル基準表の年次更新 当年度保存文書目録編輯

当年度引継＆廃棄文書目録編輯 組織変更時の過去に遡るデータの変更処理
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Lite文継による起案書作成と起案書以外の文書登録と再利用の流れ（UP＆DOWNLORD)

システム上での起案書作成 役所内で職員がLite文継以外の手段で作成する起案書以外の文書
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Lite文継が支援する簿冊（文書）の引継ぎ処理の流れです。

3.3画面での処理
■当年度引継文書目録出力（総務課、原課）
■保存箱ラベル出力と貼付（原課）
■引継票出力（原課）
引継文書の物理的処理
■保存箱への簿冊、引継ぎ票格納（原課）
■総務課担当者立合いのもと、保存箱内容の
確認と総務課への引き渡し（総務課、原課）

■引継保存箱の書庫格納（総務課又は原課）

3.1 引継ぎ承認用帳票出力

3.３ 引継確定目録・ラベル処理

【年次処理】未完結文書の完結処理

【年次処理】引継対象文書のフラグ立て

データセンター（ＤＣ）内データ処理

時間のかかる処理はＤＣが代わって実施

総務課（文書管理主管課）担当者は、Ｄ
Ｃから処理完了通知を受け取ったら、
3.1の処理を開始し、出力した課別の引
継ぎ承認用のエクセルリストを出力し、
各課の文書管理責任者に配布します。
※総務課ではなく各原課で3.1以降
の処理を行う運用も可能です。

総務課担当者

メッセージで
のデータ処理
完了の案内

課全員に配信

各課の責任者は総務課から受信したエクセルリス
トを全職員に配布します。

各課の職員は、自身の担当する範囲のリスト記載内容
と、手近に置いてある実際の簿冊（バインダ）で、引
継ぎ（遠い保存書庫に移動）して良いか、暫く手元に
置いておくか判断し、結果をリストに入力し、完了し
たら課の文書管理責任者に返送します。

総務課文書管理担当者の手元に戻ってきた
全ての課のエクセルリスト（引継ぎ承認又
は延長記載済）を、ファイル単位で1ファイ
ルづつ、3.2の画面で設定し、データベース
に一括読込します。

3.2 引継ぎ承認済リスト一括読込

メッセージでの
各課実施日程
のお知らせ

文書管理責任者
は引継簿冊を保
存箱に割振り各
簿冊行に保存箱
番号入力。完了
したら総務課に
送付します。

保存箱
ラベル

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX0tXmt5DOAhUDKZQKHaqQB04QjRwIBw&url=http://plaza.rakuten.co.jp/mscrtf/diary/201212310000/&psig=AFQjCNGKoDWMvf40vskJaXS4Bi9t3vK8CA&ust=1469598668801982
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Ｌｉｔｅ文継が支援する簿冊（文書)の廃棄処理の流れです。

４.1 廃棄承認用帳票出力

【年次処理】当年度廃棄文書のフラグ立て

データセンター（ＤＣ）内データ処理

時間のかかる処理はＤＣが代わって実施

総務課（文書管理主管課）担当者は、Ｄ
Ｃから処理完了通知を受け取ったら、
４.1の処理を開始し、出力した課別の廃
棄承認用のエクセルリストを各課の文書
管理責任者に配布します。
※総務課ではなく各原課で3.1以降の処
理を行う運用も可能です。

総務課担当者

メッセージ表示
による事前処理
完了のお知らせ

課全員に配信

各課責任者は、受領した引継ぎ承認用エク
セルリストを、自課の全職員に配布します。

職員個々は、責任者から受信したリスト内容を確認し、廃棄予定簿冊
を本当に廃棄して良いか、あるいは再利用の可能性を考え保存期限を
延長するかの判断を行い、結果をリストに入力し、完了したら課の文
書管理責任者に返送します。

総務課文書管理担当者の手元に
戻ってきた全ての課のエクセル
リスト（廃棄承認又は保存延長
記載済）を、ファイル単位で4.2
の画面で設定し、データベース
に一括読込みを行います。※全
課のファイルを１本にまとめて
実施しても支障ありません。

文書管理責任者
は引継簿冊を保
存箱に割振り各
簿冊行に保存箱
番号入力。完了
したら総務課に
送付

メッセージ表示
で各課に実施日程
等のお知らせ

歴史公文書処理フローは省略

当年度廃棄文書の仮確定

廃棄承認済リスト一括読込

４.２ 廃棄承認済リスト一括読込
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Lite文継による年次処理支援の中の「簿冊背表紙ラベル他の出力機能」

簿
冊
ラ
ベ
ル
出
力

年
限
別
着
色
自
由
選
択

背
厚
1
㎝
・
3
㎝
・
5
㎝

保
存
箱
ラ
ベ
ル
出
力

保
存
年
限
別
着
色
自
由
選
択
可

簿
冊
式
横
型
・バ
ー
チ
カ
ル

式
共
通
の
見
出
ラ
ベ
ル
出
力

バ
ー
チ
カ
ル
式

個
別
フ
ォ
ル
ダ
ラ
ベ
ル
出
力
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Lite文継による文書、簿冊の検索機能

歴文処理～廃棄帳票処理

保存文書庫管理

検索・閲覧

条件指定検索

Ｆ基準表の分類から検索

文書作成・訂正

文書新規作成・修正登録

起案書鑑印刷

引継ぎ処理

廃棄承認用帳票出力

引継承認用帳票出力

引継承認済リスト一括読込

引継確定目録・ラベル処理

文書の廃棄

廃棄承認済リスト一括読込

配架計画用リスト出力

文書庫日常管理

メンテナンス

ファイル基準表マスタ更新

メインメニュー

他のマスタ更新（メニュー）

配架確定リスト一括読込

ログアウト

■保存箱、簿冊、単位文書の３レベルで検索が可能です。
■文書の作成ステータスを絞った検索も可能です。
■文書又は簿冊の所属課、係、文書完結年度、引継年度、廃棄予定年度、
保存年限、情報公開可否区分、個人情報有無等のデータ項目ごとの
キーワードからの検索が可能です。

■文書や簿冊の標題、抄録などを対象とした自由語検索にも対応
■この画面を開いた時点で、対象課、係名などのログイン時ＩＤ情報か
ら自動引用可能な項目はデフォルトでセットされます。

簿冊一覧/検索結果

文書一覧/検索結果

文書詳細

簿冊情報・簿冊一覧から選択した簿冊の構成文書一覧表を表示
・文書一覧から選択した文書の詳細画面を表示

・簿冊一覧から選択した簿冊の詳細画面を表示
・文書一覧から選択した文書が属す簿冊の詳細
画面を表示

条件指定検索画面
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LGWAN-ASPシステムだからこそできる“決して崩壊しない”システム長期維持支援機能とサービス

これまでのどのシステムにもなかった新しい付加価値と特徴

長期安定的な文書管理システムを提供します。
電子的文書管理システムと紙原本文書の管理システムの両
方について、“お世話焼き”コールセンターサービスが長
期安定的な稼働を保証します。導入したのは良いがすぐに
破たんしてしまう事例が多いのです。
そうなってしまった時の責任は？

１

２

“お世話焼き”コールセンターサービスは、総務課文書管
理担当者の業務負担を５０％を削減し、また各課の文書管
理事務（引継や廃棄の管理事務）の２０％を軽減します。

これ以上の
業務負荷や
残業は絶対
無理です！

短命だったら誰
が責任を・・？

Lite文継 文書管理システム
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Lite文継によるシステム操作支援と“お世話焼きメッセージサービス”
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Lite文継の職員所属階層ごとのメッセージ通知機能

【Ｌｉｔｅ文継の「お世話焼きサービス」メッセージ機能】・・ログイン直後に各職員階層ごとに異なるメッセージ標示

各課職員による年次処理等ファイリング課題の実施有無をデータセンターがログを分析して把握します。
各階層の職員別に年次処理開始時期の案内や内容を通知し、遅滞の有る場合は督促を行います。

各
原
課
の
文
書
管

理
責
任
者
宛
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
欄

総
務
課
の
文
書
管

理
責
任
者
宛
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
欄

全
庁
全
職
員
に
出

さ
れ
る
共
通
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
欄
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Lite文継は、フル機能搭載文書管理システム導入前までの基礎課程を支援するシステムです。

【文継コールセンターによる操作支援とデータセンターによるデータ改訂・編輯業務代行サービス】

クラウドサービスだから可能なマンパワー代行他社システムでは総務課職員、
各課文書管理委員がしなけれ
ばならない作業

総
務
課
職
員
に
よ
る
監
視
・

催
促
等
“
お
世
話
焼
き
”
の
代
行

全
て
文
継
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
が
代
行

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
よ
り
、
職
員
１

～
２
名
分
の
業
務
を
代
行
し
・
ま
た
こ

の
分
の
職
員
負
荷
を
軽
減
し
ま
す
。

ファイル基準表の年次更
新(組織変更時改変処理)

当年度廃棄文書データ
の抽出作業

当年度引継ぎ文書
データの抽出作業

ファイル基準表の年度
途中の更新

職員マスタ等の年次更新



LGWANとは？・・・ＬＧＷＡＮの概要

このページ内コンテンツは、Ｊ－ＬＩＳホームページ内資料を転載したものです。 44
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Lite文継は、LGWAN-ASP利用によるセキュリティ面で安全でコスト低減を実現したシステムです。
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ＬＧＷＡＮ回線で
つながっている
クラウドサービスだ
からこそのメリット！

第４章 今すぐ踏み出さなければならないペーパーレス文書管理への第一歩！
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お世話焼きメッセー
ジサービスの提供

Ｌｉｔｅ文継コール
センターによる操作
支援サービス

データセンター無償
代替処理サービス

貴庁舎内にサーバを設置する費用や既存のＬＡＮ配線等を敷設する必要がありません

システム管理と機器の更新はデータセンターで実施するため、貴町職員が行う維持管理工数
及びシステム更新時費用の予算化は不要です

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
で
の
管
理
・
監
視

職員が行うべき年次処理等開始の予告

文書事務遅延に対する警告、督促通知

難しい処理、長時間かかるデータ処理はＤＣで代替可能
職員がシステム画面で行う場合に時間がかかり過ぎる処理、誤り
が生じがちな処理を、データセンターにて代替実施が可能となる
（組織変更時のファイル基準表更新やデータ内課名等の変更、廃
棄、引継文書フラグ立てなど）

文継コールセンターと職員の間で、同一データを画面表示させて
操作指導や初任者研修が可能

費用
低減効果

初
期
投
資
と
シ
ス

テ
ム
の
維
持
管
理

システムを長
期安定的に維
持させる効果

遠隔地サーバによるデータ保全が実現
文書データは遠隔地に所在するデータセンター（Ｊ-ＬＩＳ承認施
設）内サーバに格納、バックアップデータも別に保存されます。
サーバ内データの更新は、職員によるアクセスによるデータ更新
と同時に行われます

データセンター内で
のデータ安全保存

大規模災害対
策効果（ＩＣ
Ｔ-ＢＣＰの一
環）

職員負担
業務の軽
減対策



第３Stepから最大５年程度で電子決裁や他システ
ムとの連携を含むフル機能統合文書管理システム
導入と運用に足る習熟度に全職員が達し同システ
ムによるペーパーレス文書管理の頂に到達します！
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ここまでの１～４章では敢えて説明しな
かった「ファイリングシステムとは何か」
という点の詳細説明は次のページに掲
示したサイトの資料を参照してください。
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ファイリングシステムの基礎研修資料

https://www.bunkan.jp/

無償で資料入手ができる「文書管理通信」公式サイト

キーワード「文書管理通信」でも検索可能です。


